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はじめに 

 

本町ではいまだ人口の微増傾向が続いている状況であり、近年においても学童保育所等の公共施

設の整備を行っています。一方で、本町が所有する公共施設等については、既に更新時期を迎えた

ものや早急な老朽化対策が必要なものなどが多く存在し、今後多額の維持修繕、更新費用が必要と

なることが見込まれています。今後も厳しい財政状況が続くと予想される中、このことは本町の重

要な課題となっています。 

 

本計画は、公共施設等の現況を調査・把握し、データベース化を行い施設の基礎資料として取り

まとめた「志免町公共施設白書」をもとに平成２８年に策定しました。策定経過後５年が経過し、

現在の人口動態や今後の財政状況等を踏まえ、総合的かつ長期的な観点から、有効活用や適切な維

持管理等、公共施設等の在り方及びマネジメントに関する基本方針・基本計画を策定することを目

的としています。 

 

なお、本計画は、平成２６年４月に総務省より示された「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針」に沿って作成しており、今回の改訂は令和３年１月２６ 日付総務省自治財政局財務調

査課長通知「令和３年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」

に基づいて行いました。 

 

 

志免町長  世 利 良 末   
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公共施設等総合管理計画について 

 

本町は、庁舎、小中学校、文化施設やスポーツ施設など多岐にわたる施設及び道路・橋梁・上下

水道施設などのインフラを保有しています。 

本計画において対象とする公共施設等は、全ての公共施設とインフラ資産とします。 

 

 

① 端数処理について 

本計画で取り扱う数値は、金額は単位未満で切り捨て、延床面積等は単位未満で四捨五入の端数

処理を基本としているため、表記される合計は一致しない場合があります。 

 

② 調査時点について 

本計画に実績値を掲載する場合、数値は、令和３年度を基本としていますが、それ以外の情報を

利用する場合は、その旨を記載しています。 

 

③ ％（パーセント）表記について 

実績値を「％（パーセント）」表記する場合、小数第２位を四捨五入しています。そのため、合計

値が「１００％」にならない場合があります。 

 

④ 複合施設の計上について 

複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しているため、実際の施設数とは一致しま

せん。 

 

⑤ 公共施設等の範囲について 

・公共施設：町が所有している集会施設、スポーツ施設または学校等の建物のこと 

・インフラ：道路、橋梁、上下水道管路等のこと 

・公共施設等：公共施設、インフラ及び公営企業施設の総称 
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１ 計画の位置づけ 

国は平成２５年１１月に「インフラ長寿命化計画」を策定し、各インフラの管理者に対して維持

管理・更新を着実に推進するための中期的な取り組みの方向性を明らかにするよう求めました。     

そこで、志免町は公共施設の現状を明らかにするための基礎資料として、平成２８年７月に  

「志免町公共施設白書」を策定し、併せてインフラ長寿命化計画の行動計画として同年９月に   

「志免町公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

本計画は、町の最上位計画である「志免町総合計画」に基づき公共施設マネジメントの基本的

方針を定めます。また、「志免町都市計画マスタープラン」や「志免町地球温暖化対策実行計画（事

務事業偏）」との整合を図るとともに、各分野の個別計画に対しては上位計画として基本的な方針

を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 

 計画期間は、平成２９年度（２０１７年度）から令和２３年度（２０４１年度）までの２５年間

とします。 

 なお、本町を取り巻く社会情勢や、国の施策等の進捗状況を踏まえ、５年ごとに見直しを図り、

計画の着実な達成を目指します。 
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第１章 公共施設等の概要 

１ 公共施設等の状況 

（１）公共施設の状況 

令和３年度末時点で、本町が保有する公共施設は１０３施設、総延床面積は９６，３１７㎡で

す。これらの施設を用途別に示すと、以下の表のとおりです。 

平成２６年度末時点と比較して、施設数は合計数では変わらず、総延床面積は１，７４９㎡減

少しています。 

公共施設の一覧 

大分類 中分類 小分類 

施設数

【H28】 

施設数

【R3】 

延床面積（㎡）

【H28】 

延床面積（㎡）

【R3】 

町民文化系施設 

集会施設 公民館、共同利用施設等 30 31 9,250 9,593 

文化施設 

生涯学習施設 3 3 13,745 13,745 

文化財施設 3 3 258 258 

社会教育系施設 図書館 図書館 1 1 1,592 1,592 

スポーツ・ 

レクリエーション施設 

スポーツ施設 

体育館 3 2 3,545 2,770 

その他スポーツ施設 3 3 96 61 

レクリエーション施設・ 

観光施設 

レクリエーション施設 1 1 1,100 1,100 

学校教育系施設 学校 

小学校 4 4 31,247 31,247 

中学校 2 2 22,304 22,304 

子育て支援施設 

幼保・こども園 保育園 3 2 2,400 1,678 

幼児・児童施設 学童保育所 3 6 805 1,348 

保健・福祉施設 

高齢福祉施設 高齢福祉施設 2 1 1,229 61 

障害福祉施設 障害福祉施設 1 1 105 105 

保健施設 保健センター 1 1 1,407 1,407 

行政系施設 

庁舎等 庁舎 1 1 6,190 6,190 

消防施設 

消防団 12 11 790 824 

その他消防防災施設 2 1 274 231 

その他行政系施設 その他行政系施設 2 2 316 316 

公園 公園 公園内施設 21 22 363 438 

その他 その他 

その他公用施設 3 3 740 740 

その他公共用施設 2 2 309 309 

合計 103 103 98,066 96,317 

注：対象施設一覧の大分類・中分類は、総務省更新費用試算ソフト内の用途分類に準拠しました。 

  ：小分類は、総務省更新費用試算ソフト内の施設名称例を参考に分類しました。 

  ：複合施設の場合は、それぞれの分類毎に施設数を計上しています。 
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（２）公営企業の状況 

  公営企業の公共施設は以下の通りです。 

  当初と比較して、桜丘浄水場が解体のため合計面積が２８０．８２㎡減少しています。 

 

 

（３）インフラの状況 

  町が管理するインフラは以下の通りです。 

① 道路 

当初と比較して、合計で道路の長さが１，７６０ｍ、面積が１７，５８８㎡増加していま

す。 

 

 

 

H28.9　当初 R3.3月末

土生山浄水場 876.70 876.70

桜丘浄水場 280.82 －

御笠川水源地 80.00 80.00

鹿田水源地 54.00 54.00

田富水源地 5.00 5.00

吉原水源地 33.89 33.89

馬越水源地 76.30 76.30

新馬越水源地 1.75 1.75

神ノ前水源地 160.28 160.28

王子加圧ポンプ室 12.60 12.60

合計 1,581.34 1,300.52

施設名称
面積（㎡）

H28.9　当初 R3.3月末 H28.9　当初 R3.3月末

１級町道 9,980 10,071 127,236 124,066

２級町道 14,649 14,634 111,776 112,890

その他の町道 120,092 121,784 700,918 721,133

自転車歩行者道 3,566 3,558 11,920 11,349

合計 148,287 150,047 951,850 969,438

面積（㎡）
施設名称

実延長（ｍ）
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② 橋梁 

当初と比較して、合計で橋梁は３本増加しています。 

 

 

③ 上水道 

当初と比較して、合計で管の長さが１，５２８ｍ増加しています。 

 
 

④ 下水道 

当初と比較して、合計で管の長さが６２４ｍ増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H28.9　当初 R3.3月末

１５ｍ未満 66 69

１５ｍ以上 18 18

合計 84 87

橋梁長さ
橋梁本数（本）

H28.9　当初 R3.3月末

導水管 15,654 14,699

送水管 15,381 7,276

配水管 168,682 179,270

合計 199,717 201,245

種別
延長（ｍ）

H28.9　当初 R3.3月末

コンクリート管 18,976 18,198

陶管 － －

塩ビ管 125,539 125,650

更生管 － 1,967

その他 1,211 535

合計 145,726 146,350

種別
延長（ｍ）
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２ 施設保有量等の推移 

（１）大分類別の施設保有量の推移 

  計画策定時点と令和３年度末時点での、大分類別の総延床面積の比較は以下の表のとおりです。 

  保健・福祉施設やスポーツ・レクリエーション施設が減少している一方、町民文化系施設等が

増加しています。 

大分類別の延床面積 

 

1,049 

438 （+75）

7,561 （-9）

1,573 （-1168）

3,026 （-179）

53,551 

3,931 （-810）

1,592 

23,596 （+343）

1,049 

363 

7,570 

2,741 

3,205 

53,551 

4,741 

1,592 

23,253 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

その他

公園

行政系

保健福祉系

子育て系

学校教育系

スポレク系

社会教育系

町民文化系

総延床面積      策定時点   ： ９８，０６6㎡ 

Ｒ３末時点  ： ９６，３1７㎡ 



 

8 

 

 

 

（２）総延床面積近隣自治体比較 

本町の公共施設の総延床面積が、近隣自治体と比較して適正な施設量か把握するため、糟屋地

区内の自治体で比較しました。 

 

自治体別の総延床面積 

 

 

出典：令和元年度公共施設状況調経年比較表 

 

上記グラフより、本町の公共施設の総延床面積は、近隣自治体と比較して概ね同等の施設量であ

ることが分かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,425 

118,891 

96,150 

113,938 

75,164 

志免町 粕屋町 篠栗町 宇美町 須恵町

※P.6「公共施設の一覧」の総延床面積とは異なる算出方法のため、数値が異なります。 
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３ 有形固定資産減価償却率の推移 

  有形固定資産減価償却率とは、土地以外の固定資産（建物及び工作物）が、耐用年数に対して

取得からどの程度経過しているのかを全体として把握することが可能な指標です。 

以下のグラフの通り、志免町の有形固定資産減価償却率は年々上昇しており、公共施設等の老

朽化が進行していることが分かります。 

  今後も比率の上昇が想定されますが、公共施設等総合管理計画及び各種個別施設計画に基づき、

施設の維持管理を適切に進めていく必要があります。 

 

有形固定資産減価償却率の推移 

(%) 

 

     出典：令和元年度 財政状況資料集 
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４ これまでに行った対策の実績 

計画策定時点からこれまでにおいて、取り組んできた対策の実績は下記のとおりです。 

 各種個別施設計画等に基づき、今後も計画的に公共施設等の改修を進めていく必要が有ります。 

 

     

公共施設 

除却 

水防倉庫解体工事（H29） 

東地区社会体育館解体工事（R2） 

望山荘解体工事(R3) 

建替えによる除却 

旧志免町消防団第６分団（R2） 

旧志免町消防団第９分団（R2） 

旧志免町消防団第３分団（R3） 

長寿命化対策 南里三公民館改修工事（Ｒ３） 

公営企業公共施設 除却 桜丘浄水場解体工事(R1) 

橋梁 長寿命化対策 

田富２号橋【歩道橋】補修工事（H28） 

別府５号橋上部工架替工事（R2) 

亀山新橋橋梁補修工事(R3) 

田富跨道橋橋梁補修工事（R3) 
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第２章 現状や課題に関する基本認識 

 

１ 公共施設の建設年度別の延床面積比較 【老朽化】 

本町の公共施設の整備状況について、延床面積を建築年度別に振り分けました。 

 

大分類別の建築年度別の総延床面積 

 

       ※当初計画から解体・用途廃止した建物は対象外とし、新たに建築したものを対象に加えています。 

   

 上記グラフより、昭和４５年から昭和５５年頃にかけて整備が集中していることが分かります。 

また、旧耐震基準が適用されていた時期である昭和５５年以前に整備された施設は５０．８２％

にのぼり、安心・安全の観点から課題がある公共施設や老朽化が深刻な状況にある公共施設が多

くあることが分かります。昭和５５年以前に整備された施設を大分類別にみると、学校教育系施

設や町民文化系施設が多くを占めます。 

 今後は、「公共施設個別施設計画」に基づき、老朽化した施設を計画的に改修していく必要があ

ります。 
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２ 人口動向【高齢化の進行及び人口構成の変化によるニーズの変化】 

本町の人口は計画策定時点では増加が続くと予測していましたが、最新の推計では令和２２年に

４７，０６６人でピークを迎え、令和２７年には４６，９３９人で減少に転じると予測されていま

す。 

また高齢化率は年々上昇し、令和２７年には３１．１６％となり、老年人口の増加と生産年齢人

口の減少が進む傾向にあります。こうした人口の規模や年齢構成の変化は、社会保障費の増大・税

収減少による財政力の低下や公共施設に対するニーズに大きな影響を与えます。 

 公共施設においては、人口動向の変化に合わせた施設規模の見直し、既存公共施設の活用や整備

を通じて町民ニーズに対応する必要が有ります。 

 

本町全体の人口推移   

 
 

出典：平成２７年以前 国勢調査                   

令和 2年以降 国立社会保障・人口問題研究所推計 
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３ 維持管理・更新等に係る経費【公共施設の更新需要増大】 

（１）これまでの維持管理経費 

過去10年間（平成22年度～令和元年度）で公共施設等にかかった投資的経費（補助金を除く普通建

設事業費）は、年平均12.5億円です。 

全ての公共施設を維持・更新することを前提とした場合、これまで以上に投資的経費を掛けていく

ことが必要になります。 

 

過去10年間の公共施設等の投資的経費（補助金を除く普通建設事業費） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）単純更新した場合と長寿命化した場合の比較 

今後40年間にかかる更新費用を試算した結果、単純更新した場合の更新費用が564億円に対して、

長寿命化した場合の更新費用は277億円となっており、287億円の縮減効果が期待されます。 

 

図 40年間の公共施設の更新費用試算比較（長寿命化前⇔長寿命化後） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 

年平均 12.5 億円 
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（３）公共施設にかけられる財源の限界 

歳入歳出の状況から投資に使用可能な金額を算出し、これを公共施設更新の必要額と比較を行うと、

今後 40年間で更新費用額が平均 6.9億円必要となる試算に対し、投資可能額は平均 3.9億円と設

定しました。 

投資可能額の平均額 3.9億円については一般財源額であるため、補助金や地方債などの特定財源

を活用することで、更新費用額との金額差の縮減に努めます。 

また、公共施設等の改修による多額の財政負担に対応するため、財政調整基金の積み立てを行う

他、公共施設等適正管理推進事業債等の地方債を活用することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの情報を基に、公共施設の総量を減らすことで、管理に必要となるコストを削減し、使え

る金額を増やすことができると仮定した場合、何%総量を削減すれば使える財源と必要なコストの

バランスが取れるのかを試算した結果が次ページの図、財政均衡縮減率になります。 

 

 

※１ 建替・・・新しい建物に建て直すこと 

 

 

 

 

 

 

図 更新費用額と投資可能額の比較 

※1 
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試算の結果、公共施設の総量を 4.33 %削減することによって、今後 22 年間の管理に必要なコ

ストと使える金額のバランスが取れると推定されます。 

 改訂前の総合管理計画の基本的方針では、集約化や複合化によって既存施設の廃止や施設そのも

のの移譲の可能性について検討していくこととしていましたが、財政均衡縮減率が減少しているこ

とから、基本的には既存施設を計画的に改修し長寿命化を図ることとします。 

なお、削減目標は、今後の社会情勢の変化、財政状況、人口動向等に応じて変わることが考えられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設保有総量 

（改訂前）：25 年間で 8.17%,約 7,800 ㎡ 

（改定後）：22 年間で 4.33%,約 4,200 ㎡ 

 

図 財政均衡縮減率 



 

16 

 

 

 

第３章 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

１ 基本方針 

（１）高齢化の進行および人口構成の変化に対応した公共施設の活用 

今後も高齢化率が高まることが予想されており、増加する人口は主に高齢者で構成されることが

推測されていることから、公共施設へのニーズが変化することが予想されます。 

このような状況変化に合わせた施設規模の見直し、複合化・多機能化による余剰スペースの活用

等を通じて町民ニーズに適切に対応するように公共施設を活用します。 

 

（２）施設保有量の最適化、計画保全（予防保全）による長寿命化 

各種個別施設計画に基づき、老朽化状況等を診断するとともに必要性の精査を行い、施設保有量

を財政規模に合わせて最適化します。 

また、必要と判断された施設については計画保全（予防保全）を行うことで、不測の事故を未然

に防止し、緊急時に避難施設として機能しないといった状況にならないように常日頃から整備を行

います。 

 

（３）民間のサービス・施設を活用した公共サービスの提供 

町が担っていた公共サービスの一部を民間の事業者やＮＰＯ、地域住民等に委託したり、公共施

設を減らす代わりに民間施設（会議室、スポーツ施設など）の使用料を助成するなど、町が提供し

ていたサービスを民間に代行してもらうことにより、経費の削減や利用者の利便性の向上を図りま

す。 

 

（４）遊休施設の有効活用・受益者負担の見直し 

利用していない土地や施設を売却、賃借して収入を得ることや、町外利用者の使用料等も含め、

受益者負担の見直しを継続して行うことにより、公共施設の整備・運営を行うにあたり必要となる

資金の一部を捻出します。 
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２ 実施方針 

（１）統合や廃止の推進方針 

・公共施設等の将来の更新費用を試算した結果、財源不足が生じることが明らかになりまし

た。この財源不足の解消に向けて、全町ベースでの総施設保有量について、可能な限り最

適化を行います。 

・総施設保有量の最適化を行うにあたっては、単純に老朽化した施設を廃止する等ではなく、

公共施設等が担う行政サービスの観点から、当該行政サービスを極力維持しつつ、機能集

約等を含めて検討を行います。 

・維持すべき行政サービスについては、地域性や人口動態の変化等の要因によっても変わる

ことから、当該要因を踏まえたうえで検討し、必要な行政サービスが実施可能な形での施

設再編・重複機能の解消を目指します。 

・各自治体に最低 1施設は存在する施設についても、近隣自治体と施設を共有することによ

って、施設の廃止による維持管理費用の削減の可能性があります。近隣自治体との調整が

必要となりますが、今後は広域連携も視野に入れた施設管理を目指します。 

・遊休地の有効利用や公共施設等の集約化・複合化にあたっては、施設を撤去、改修する等

の財源が必要になります。当該財源については公共施設等適正管理推進事業債等の地方債

を活用します。 

 

（２）長寿命化の実施方針 

・長寿命化を実施するためには、今まで実施していなかった投資（支出）を行うことで、施

設を長持ちさせるといったことが必要になります。その結果、長寿命化を実施しない場合

よりも支出が増えることがないように、ライフサイクルコスト（施設の建設から廃止まで

の全体の費用）の最小化を図ります。 

・長寿命化を実施した結果、施設が当初目的としていた行政サービスのニーズが減少し、別

の行政サービスのニーズが増加し、施設が余剰になるといったことも考えられます。その

ような変化に対応し、施設を有効活用するために、他施設との複合化を検討します。 

 

（３）点検・診断等の実施方針 

・現状行っているものも含めて、定期点検を積極的に実施していきます。また、日常の点検

に漏れ等が生じないようにマニュアルを作成することで、適切な点検を実施できるように

します。 

・限られた財源を有効に活用するために、劣化に対する補修等についても今まで以上に明確

な基準に基づいた優先順位を設定する必要があります。 
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（４）安全確保の実施方針 

・点検や診断を行うことによって、公共施設等の危険性が認められた場合、安全を確保する

必要があります。ソフト（ルールの整備等の制度面）・ハード（安全確保設備の設置等の設

備面）の両面からの安全確保策を検討します。 

・安全を確保するにあたり、特にハードの面で設備を増強するためには投資を行う必要があ

ります。限られた財源を有効に活用するため、改修・更新等最適な手法を検討します。 

 

（５）耐震化の実施方針 

・町庁舎をはじめとする災害時拠点施設となる建築物に対し、優先的に耐震化を進めます。 

・志免町地域防災計画において避難所に指定されている建築物について、優先的に耐震化を

進めます。 

・公共施設等総合管理計画および志免町耐震改修促進計画の計画策定管理課、町有建築物の

所管課及び財政所管課の横断的な取り組みにより計画的に耐震化を促進します。 

 

（６）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

・維持管理・修繕・更新等を実施するに当たり、財源不足により全てを実施することは困難

であることから、施設の重要度や劣化状況に応じた長期的な視点での優先度を設定するこ

とで、効率的な維持管理・修繕・更新等の実施を検討します。 

・管理運営を全て直営で実施することは、コスト負担が大きく非効率になる可能性がありま

す。今後はＰＰＰ/ＰＦＩ等民間活力の利用、地域団体への施設の譲渡や管理委託を検討し

ます。 

・今後施設マネジメントの情報を収集することで、今までは分からなかった、施設の維持管

理に伴う本町の負担額と受益者の負担額が判明します。判明した結果を受けて、維持管理

コストに対し受益者の負担が非常に少ない施設があれば、受益者負担についての不公平感

を解消するために、受益者の負担額について様々な観点から見直しを検討します。 

 

（７）総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

・公共施設マネジメントシステムを活用し、公共施設等に関する情報の全庁的な一元管理を

実施しています。今後は、システムで得られた情報を計画改訂の際にフィードバックし、

改修方針に活かしていきます。 

・公共施設等総合管理計画は現在導入が進められている統一的な基準に基づく地方公会計制

度の固定資産台帳と密接に関連しています。本計画は、公会計に基づく固定資産台帳の情

報を基に作成されていますが、今後も公会計と公共施設等総合管理計画との連携を意識し

て管理を行っていきます。 
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・適切な施設マネジメントを実現するに当たり、部署の異動等により当初の知識・ノウハウ

がうまく引き継がれず、計画が形骸化する恐れがあります。体制を維持可能なものとする

ため、職員の意識・知識・ノウハウ等の維持や更新を目指します。 

・既存の公共施設整備に関する要綱等については、本計画に掲げる方針との整合を図るよう

必要に応じて見直しを行います。 

 

（８）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

・「ユニバーサルデザイン２０２０行動計画」におけるユニバーサルデザインの街づくりの考

え方を踏まえて、公共施設の整備や改修を行う際は、誰もが安全かつ快適に使用できるよ

うな施設となることを目指します。 

 

（９）脱炭素化の推進方針 

・「志免町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の内容を踏まえて、町の事務事業に伴い

排出される温室効果ガスを削減するため、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備

を積極的に導入します。 

 

 

３ 計画期間における町全体の縮減目標 

 

① 新たな行政需要が生まれた場合であっても、既存施設の有効活用を優先的に検討し、原則として

新規施設は建設しません。止むを得ず新設する場合には、同等の面積以上の縮減を目指します。 

 

② 既存施設の更新（建替え）にあたっても行政サービスの必要水準（質）及び総量に着目し、既存

施設を活用した複合施設を検討します。なお、建替え後の面積は、建替え前の面積を上回らない

ことを目標とします。 

 

③ 将来の人口推計及び財政シミュレーションから、持続可能な行政運営ができる規模まで公共施設

保有総量を２２年間で４．３３％、約４，２００㎡を目標に縮減します。 

                    （令和元年度 シミュレーション結果に基づく） 

  

※本計画に基づく取り組みの進捗状況等によっては、この縮減目標が変更になる場合があります。 

※財政状況に応じて、目標とする公共施設保有総量の数値が変更になる場合が有ります。 
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第４章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

白書「第４章 公共施設類型分類別の分析」を踏まえて、施設類型別に方針を示します。 

 

１ 集会施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は公民館、共同利用施設等を３１施設有しています。老朽化が進んでいる施設は多いも 

のの、各町内会に設置されるべきものであることから、集約化や廃止を行うことは困難であり、

現在の施設数を維持していくことが必要となります。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

  集会施設は、地域コミュニティの拠点であり災害時は避難所としての機能を持つことから改

修の優先順位は高く設定しています。今後、各公民館等については計画的に長寿命化等の改修

工事を実施します。 

 

２ 文化施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は生涯学習施設を３施設、文化財施設を３施設有しています。 

生涯学習施設の内、町民センターは令和５年度より改修工事を実施する予定です。その他シ

ーメイトと生涯学習１号館は共に築２０年前後であり、これから徐々に老朽化が進んでいきま

す。 

   文化財施設は一部築２０年を超える施設があります。また、特定の目的を持った施設である

ことから、重複した機能による縮減を検討することが困難な施設です。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

  生涯学習施設は、町民の文化活動を妨げないよう配慮しながら、人口規模や利用状況を踏ま

え施設の長寿命化と併せて、室の用途変更や機能向上を目指した改修を行います。また、適正

な受益者負担の検討を引き続き進めていきます。 

文化財施設については、短期的には再配置を行うことが難しいですが、延床面積が小さく、

他の施設との併設を検討しやすい施設のため、中長期的には併設による集約化を検討します。 

 

３ 図書館 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は図書館を 1施設有しています。町民ふれあいセンターの３階に位置しており、保健セ

ンターとの複合施設になっています。年間約４０，０００人が利用しており、町民利用の多い

施設です。 
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現状としては、スペース的な問題や利用者への配慮、また資料の閲覧や読書ができる空間づ

くりが課題となっています。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

町民ふれあいセンターとしては築３０年を超えており、今後計画的な改修が必要となります。 

図書館としては、利用者のニーズに対応するため、サービス向上とコスト削減の両立を目指

して民間活力を生かした運営手法を調査研究していきます。また、近隣自治体との連携による

資料の提供、資料の探しやすい書架等の快適な環境整備、学習スペースの確保等サービスの向

上を継続していきます。 

 

４ スポーツ施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は体育館を２施設有しています。いずれも町内のスポーツ団体が継続的に利用しており、 

災害時の避難所にも指定されています。福岡都市圏の広域利用対象施設であり、今後も幅広い

利用が想定されます。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

町民体育館は築３０年を超えており、今後計画的な改修が必要となります。西地区社会体育

館は平成２７年度に改修工事を実施済です。今後の改修では避難所として求められる機能につ

いても検討していきます。 

また、町としては有していないプールについても県営プールの町民利用に対する助成などを

続けていきます。 

 

５ レクリエーション施設・観光施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

シーメイトの湯は総合福祉施設シーメイト内にあり、年間に延べ４０，０００人程度の利用

で推移しています。直近５年の収支は差し引きでおおむね年間２，２００万程度のコスト負担

で推移しています。 

受益者負担や、施設利用のあり方（営業時間、日数、町外利用者等）について課題となって

います。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

  今後、老朽化が進む浴場施設の修繕や点検等について費用が増加することが見込まれます。

そのため適正な受益者負担について検討していきます。 

また、今後運営を続けていくためにランニングコストの低減に努め、老朽化したボイラー設

備等について厳密な監視を行い定期的な改修を行います。 
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６ 学校 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は小学校を４施設、中学校を２施設有しています。小学校は児童数が約３，０００人、 

延床面積の合計が３１，２４７㎡と大きく、本町の主要な公共施設となっています。中学校は

生徒数が約１，５００人、延床面積の合計が２２，３０４㎡となっています。 

小中学校は平成２８年度までに耐震補強・大規模改修工事が完了しています。屋外プールに 

ついては夏季しか利用できない点、維持管理にコストがかかる点なども踏まえ、一部外部の屋

内プール施設を利用しています。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

小中学校共に現状では児童生徒数は増加しているものの、中長期的には徐々に児童生徒数が

減少していくことから、他の公共施設の機能を複合化することによる施設の有効活用について

検討が必要になります。 

児童生徒が快適な学校生活を送っていくために、施設を適正に維持・管理し修繕等を行いま

す。 

 

７ 幼保・こども園 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は保育園を２施設有しています。２園とも築４０年前後と老朽化が進んでいます。 

補修・工事等、維持管理業務の件数が増加しています。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

保育園は、住民アンケートの結果からも比較的優先的に維持すべき子育て支援施設にあたる

施設であり、乳幼児が日常的に使用する施設であることも考慮し、耐震性や安全確保について

早急にあり方を検討します。 

また、運営コスト面や保育ニーズなどを踏まえながら、民営化も含めた今後の各町立保育園

の施設運営のあり方の検討を行っていきます。 

 

８ 幼児･児童施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は学童保育所を６施設有しています。建物構造は軽量鉄骨造もしくは木造となっており、

比較的耐用年数が短い施設ではあるもののいずれの施設も耐用年数の到来までには余裕があ 

ります。 

待機児童については、新規学童保育施設の開設、民間施設の利用により解消される見込みで

す。 

 

（２）管理に関する基本的な考え方 
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  学童保育所は比較的新しい施設であることから、計画的に点検や改修等を行いながら今後の

あり方について検討していきます。 

 

９ 高齢者福祉施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は高齢者福祉施設を１施設有しています。コミュニティの部屋については延床面積も６ 

１㎡と小さく、築１１年と新しい施設です。  

（２）管理に関する基本的な考え方 

  コミュニティの部屋については高齢者の教養の向上と福祉の増進及びコミュニティ活動の促

進のため設置された施設で、維持管理については指定管理者が行うものですが、存続に関わる

改修の際は利用状況等踏まえ今後のあり方について協議する必要があります。 

 

１０ 障害福祉施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は障害福祉施設として障害児支援施設「げんきはうす」を１施設有しています。建物は

プレハブで２１年が経過した施設です。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

空き施設を有効に活用する目的で設置された施設であり、今後も本施設の運営のあり方と効

果的な活用方法を検討しつつ継続して施設の維持管理を行います。 

 

１１ 保健施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は保健センターとして町民ふれあいセンター１施設を有しています。 

利用者数は年間３９，３１８人【令和元年度実績】となっており、図書館との複合施設です。 

今後は修繕が必要な箇所が増加していくと考えられます。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

  町民ふれあいセンターとしては築３０年を超えており、今後計画的な改修が必要となります。 

保健センターとしての機能や運営は変更が困難であることから、継続して施設の維持管理を行

います。 

 

１２ 庁舎等 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は庁舎等として志免町役場１施設を有しています。築４０年を経過しており、老朽化が

進んでいるため修繕箇所が増加し、庁舎管理に職員が費やす時間も増加しています。延床面積

は６，１９０㎡と志免町が有する公共施設の中でも大規模な施設となっています。 
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（２）管理に関する基本的な考え方 

志免町役場は災害時において災害対策の指揮及び情報伝達の中枢的機能を担う施設であるこ

とから、非常用発電装置等のバックアップ機能の整備も必要になります。他に代替できない施

設であることから、施設の有効活用について継続的に検討しつつ老朽化した施設の修繕及び設

備の改修を行います。 

また、計画保全（予防保全）による長寿命化を見据えて維持管理を計画的に行います。 

 

１３ 消防施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は消防団の格納庫を１１施設、その他消防防災施設を１施設有しています。老朽化が進

んでいる消防団の格納庫が多数あり、耐用年数が到来した施設についてのあり方を検討する必

要があります。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

耐用年数を超えた消防施設については順次建替えの検討を行います。また、町民の安全に不

可欠な施設であるため、消防能力を維持しながら可能なコスト削減策を検討していきます。 

 

１４ その他行政系施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町はその他行政系施設として地域安全安心センターを有しています。平成２６年度に建設

された施設です。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

  地域安全安心センターは比較的新しい施設であることから、現時点では計画的に点検や改修

等を行いながら今後のあり方について検討していきます。 

 

１５ 公園 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は公園内施設を２１施設有しています。公園内施設は公園に設置されているトイレや管 

理棟等で、延床面積の合計は４３６㎡です。なかでも、志免平成の森公園内施設、志免福祉公

園内施設の延床面積が大きくなっています。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

公園内施設については、各公園に必要な施設であるため、同一機能の施設の統廃合や集約化

は困難ですが、公園全体の再配置も含めて総合的に判断し、公園の維持管理費削減を検討して

いきます。 
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１６ その他施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町はその他施設として、その他公用施設を３施設、その他公共用施設を２施設有していま

す。延床面積の合計はその他公用施設７４１㎡、その他公共用施設３０９㎡となっています。 

その他施設の中では、その他公用施設の不燃物埋立地６６７㎡、その他公共用施設の別府文

化センター（北本町隣保館）３０９㎡が大きなものとなっています。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

その他施設については、各々の機能が異なることから、各機能に応じて計画的な点検や改修

等を行いながら今後のあり方について検討していきます。 

 

１７ 公営企業の公共施設 

（１）現状や課題に関する基本認識 

各公営企業の運営に当たって必要な公共施設を保有しています。   

（２）管理に関する基本的な考え方 

各公営企業の業務量（供給水量など）の増減に応じ、必要となる公共施設の保有量を検討し

ていきます。 

 

１８ 道路 

（１）現状や課題に関する基本認識 

道路は重要な生活インフラである一方、今後の維持管理等に伴う負担は重くなることが見込ま

れるため、「志免町道路整備計画」に基づき、パトロールや定期的な点検、適切な整備や維持管

理が必要です。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

道路についてはトータルコストの縮減、緊急性や重要性等を勘案して、本町の財政状況を踏

まえ「志免町道路整備計画」に基づき計画的かつ予防保全的な取り組みを行い、道路利用者の

安全確保等に努めます。 

 

１９ 橋梁 

（１）現状や課題に関する基本認識 

本町は橋梁を８７橋有し、今後老朽化が進むことにより更新に伴う負担が重くなることが見

込まれるため、「志免町橋梁個別施設計画」に基づき計画的かつ適切な維持管理に努める必要

があります。   

（２）管理に関する基本的な考え方 

橋梁については５年に１回の頻度で定期的な橋梁点検を行い健全性を評価し、緊急性や重要

性等を勘案し本町の財政状況を踏まえて「志免町橋梁個別施設計画」に基づき、計画的かつ予
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防保全的な取り組みを行い、橋梁の長寿命化を図るとともに道路利用者の安全確保等に努めま

す。 

 

２０ 上水道 

（１）現状や課題に関する基本認識 

今後の老朽化進行による水道施設の更新に備え、可能な限り長寿命化と負担の平準化に取り

組む必要があります。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

水道は町民生活に直結する重要なインフラであるため、水道施設の状態を健全に保つ必要が

あります。 

水道水の安定供給を継続するため、長寿命化を含めた計画的な改築等を行うとともに予防保

全的な管理を行い、長期的な視点で施設管理の最適化を図っています。 

 

２１ 下水道 

（１）現状や課題に関する基本認識 

今後の老朽化進行による下水道施設の更新に備え、可能な限り長寿命化と負担の平準化に取

り組む必要があります。 

（２）管理に関する基本的な考え方 

   下水道は町民生活に直結する重要なインフラであるため、管路施設の状態を健全に保つ必要

があります。 

下水道ストックマネジメント計画に基づき、長寿命化を含めた計画的な改築等を行うととも

に予防保全的な管理を行い、長期的な視点で施設管理の最適化を図っています。 
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第５章 計画の推進方針（フォローアップ実施方針） 

１ 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

 公共施設に関する情報は、公共施設マネジメントシステムを活用し、公会計管理台帳などとあわ

せて財産管理を所管する部署で一元的に管理する体制とします。公共施設の利用状況などは、各施

設所管課により適時にシステム入力を行い、公共施設の現状をいつでも把握できる状態とします。 

 本計画の着実な推進にあたっては、全庁的な取組体制をとり、公共施設の効率的な配置の検討審

議等を継続的に行っていきます。 

 

２ ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

 総合管理計画の進捗管理を着実に行うため、ＰＤＣＡサイクルに基づき計画の検証と定期的な見

直し（改訂）を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 町議会や町民との情報共有について 

① 本計画については、十分な町民説明を行っていきます。 

② 本計画の進捗状況については、町議会への報告を行います。 

③ 本計画を踏まえた個別施設の再編計画などの策定にあたっては、町議会や町民と情報を共有

しながら進めていきます。 

④ 本計画に基づく施設の整備にあたっては、できるだけ地域や町民のニーズを汲み取りながら

進めていきます。 

 

 

 

 

 PLAN（計画）  DO（実行） 

 ACTION（改善）  CHECK（評価） 

公共施設等総合管理計画の策定 

各種個別施設計画の策定 

公共施設等の改修を実施 

進捗状況について毎年評価を実施 ５年ごとに計画を改訂 
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●お問い合わせ先 ―――――――――――― 

志免町 経営企画課 施設管理係 

〒811-2292 福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目 1-1 

 092-935-1857 

http://www.town.shime.lg.jp 

町のホームページでは基礎資料である「公共施設白書」と、その下位

計画である「公共施設個別施設計画」を公表しています。 

志免町 公共施設等総合管理計画 

志免町
  し    め

 


